
  岩手大学同窓会連合会則 

 

（平成２１年６月１日制定） 

（令和４年５月２４日最終改定） 

 

   第１章 総則 

 

 （名称） 

第１条 本会は、岩手大学同窓会連合と称する。 

 

 （目的） 

第２条 本会は、第５条に定める会員相互の親睦を深め、会員の総意に基づく事業等を実施

することで岩手大学の発展に寄与するとともに、地域社会に貢献することを目的とする。 

 

 （事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 一 会員相互の親睦に関すること。 

  二 会員相互の情報提供に関すること。 

  三 岩手大学への支援に関すること。 

四 正会員及び支部への支援に関すること。 

 五 会員と支部相互の親睦並びに情報提供に関すること。  

 六 その他本会の目的を達成するために必要となる活動 

 

（事務所） 

第４条 本会は、事務所を岩手大学内に置く。 

２ 本会は必要に応じて、職域及び地域等に支部を置くことができる。 

  

   第２章 会員 

 

 （会員） 

第５条 本会は、次の会員をもって組織する。 

 一 正会員 

 ニ 特別会員 

 

（正会員） 

第６条 正会員は、次に掲げる同窓会組織（以下「各学部同窓会」という。）をいう。 

一  岩手大学人文社会科学部同窓会（七友会） 

 二 岩手大学教育学部同窓会（北桐会） 

 三 岩手大学理工学部同窓会（一祐会） 

 四 岩手大学農学部同窓会（北水会） 

 （特別会員） 

第７条 岩手大学を特別会員とする。 

 

第３章 役員 

 

 （役員） 



第８条 本会に次の役員を置く。 

 一 会長    

 二 副会長  ３名若しくは４名 

 三 監事  ２名 

２ 役員の任期は２年とし、会長及び副会長については再任を妨げない。ただし、役員に欠員

が生じた場合の後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務一切を統括する。 

２ 会長は、各学部同窓会の推薦により理事会で選出する。 

 

 （副会長） 

第１０条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名した副会

長がその職務を代理する。 

２ 副会長は、各学部同窓会のそれぞれの会長（前条第２項により会長に選出された者を除

く。）をもって充てる。 

 

（監事） 

第１１条 監事は、本会の会計を監査する。 

２ 監事は、各学部同窓会の輪番とする。 

 

第４章 会議 

  

 （理事会） 

第１２条 本会に、理事会を置く。 

２ 理事会は、次の事項を審議する。 

 一 事業計画及び収支予算の決定に関すること。 

 二 事業実績及び収支決算の報告に関すること。 

 三 役員の選出に関すること。 

 四 会則の改廃に関すること。 

 五 その他、本会の運営における重要事項に関すること。 

３ 理事会は、次に掲げる者をもって理事として構成する。 

 一 会長  

 二 副会長 

 三 各学部同窓会理事 各１名 

 四  岩手大学学長 

五 岩手大学副学長 １名 

 六 岩手大学各学部長 

４ 会長は、理事会を招集し、その議長となる。 

５ 理事会は、構成員全員の出席をもって成立する。ただし、代理出席を認めるものとする。 

６ 理事会の議事は、構成員全員の合意をもって議決する。 

７ 理事会は、毎年１回開会する。ただし、必要に応じ、臨時に開会することができる。 

 

（運営委員会） 

第１３条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。 

２ 運営委員会は、次の事項を審議する。 



一 理事会に提案する議事に関し必要な事項 

 二 本会の事業の企画、立案、実施に関する事項  

３ 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 一 前条第３項第３号に掲げる各学部同窓会理事 

 二  前条第３項第５号に掲げる岩手大学副学長 

４ 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

５ 運営委員会は、構成員全員の出席をもって成立する。ただし、代理出席を認めるものとす

る。 

 

第５章 会計 

 

 （運営費） 

第１４条 本会の運営費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

２ 各学部同窓会は、会費として年額３０万円を７月末日までに、納入するものとする。 

 

（会計年度） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第６章 庶務 

 

（庶務） 

第１６条 本会の庶務は、岩手大学において処理する。 

 

第７章 雑則 

 

（雑則） 

第１７条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において

定める。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２１年６月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この会則は、令和３年５月２８日から施行する。 

 

附 則 

 この会則は、令和４年５月２４日から施行する。 

 


